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八
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六
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ロ

船

級

協

曾

1
1
1
創

立

二

七

六

O
年
)
よ
り
再
建
二
八
三
周
年
)
ま
で
1
i
l

イ

夕、

ノ〉ご、

l日i

Ul 

新

良

序

最
初
の
船
名
録
て
あ
る
か
否
か
に
関
し
て
は
設
が
わ
か
れ
、

現
存
す
る
世
界
最
古
の
船
名
録
は
一
七
六
四
|
六
五
|
六
六
年
の
年
代
を
う
っ
た
も
の
ぞ
あ
る
。
そ
れ
が
果
し
て
印
刷
さ
れ
た
世
界

ロ
イ
ヅ
船
級
協
舎
の
卓
越
せ
る
般
舶
検
査
人

t
泣
か
て
た
い
。

例
え
ば

(
回
日
司

4
a
)
に
し
て
且
つ
舶
名
録
研
境
者
と
し
て
闘
え
る

w
・
0

ョ
Y

(
ヨ
ロ
E
E
H
o
F
)

は
「
一
七
六
四
年
の
般
名
録
の
ご
と
き
完
備

一
朝
一
夕
に
し
て
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
幾
多
の
星
霜
を
閲
し
て
、
漸
く
、
モ
の
域
に
達
し
う
る
態
白
も

世
る
船
名
録
は
、

(
h
主
D
J
h
N
礼
)
と
略
々
時
を
同
じ
う
し
て
、

も
の
ゼ
あ
ろ
う
」
と
、
主
張
す
る
。

F
・
マ
チ
ン

(
F
E
R
Eハ
旨

E
自
)
も
と
れ
に
傾
く
。

の
で
あ
る
。

治
そ
ら
く
、

ロ
イ
ヅ
・
リ
ス
ト

一
七
三

O
血
頃
上
り
止
に
現
わ
れ
出
て
た

-
七
六

O
年
以
前
に
、
既
に
印
刷
さ
れ
た
般
名
録
が
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
W
@
デ
ョ
ン
の
設
は
裏
付
け
る
確
詮
を

一
八
三
八
年
の
ロ
イ
ゾ
大
火
に
工
ヲ
て
関
係
資
料
は
悉
〈
烏
有
に
闘
し
土
っ
た
か
ロ
て
あ
る
。

界
の
資
情
に
鑑
今
、
ま
た
、
一
八
二
九
年
保
険
者
舶
名
録
(
後
出
)
が
、

け
れ
ど
も
、

歓
く
。

一
八
世
紀
の
英
閤
海
上
保
険
業

E
4
E目
印

C
己
HOF山、言
g
骨
2
2宮
巴
Z
E
E
Hロ
ロ
由
P
3
と
断



し
か
し
乍
b
、

一
七
六

O
年
以
前
に
は
舶
級
協
舎
も
船
名
録
も
存
在
し
た
か
っ
台
、
止
す
る
の
が
穣
常
か
と
忠
わ
れ
る
r

一中ぃ六

O
年
以
前
に
類
似
船
名
録
が
全
く
存
在
し
た
か
っ
た
わ
け
で
は
た
い
。
む
し
ろ
、
モ
の
萌
芽
は
海
上
保
険
の

一
育
し
て
い
る
以
上
仁
、

時
世
史
と
と
も
陀
古
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
印
ち
、
般
令
・
建
準
地
・
的
主
・
船
長
・
航
域
・
屯
数
・
蔵
品
世
欣
況
等
々
、
純
一
一
目
す
れ
ば

船
舶
白
堪
航
性
と
封
入
信
用
は
保
険
引
受
業
者
其
の
他
闘
蓮
識
者
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
る
関
心
事
て
あ
る
。
報
道
機
関
・
遁
信

ロ
イ
ヤ
ル
・
民
グ
サ
へ
チ
呂
ン
デ

p
l
d
v
ア

ν

機
関
心
存
し
た
か
っ
た
十
七
世
記
ま
で
は
、
業
者
の
崎
集
ず
る
主
立
取
引
所
・
居
酒
屋
・
コ
ー
ヒ
ー
圧
に
出
入
し
て
は
聞
き
こ
む
個

人
的
援
簡
に
よ
る
情
報
の
蒐
集
が
、
唯
一
の
方
法
で
あ
っ
た
。

「
今
日
見
ら
れ
る
が
ご
と
き
日
刊
紙
は
全
く
↓
な
か
っ
た
し
、
ま
た
護
刊

出
来
友
か
っ
た
。
(
マ
コ
レ
T
)
」
F

唯
一
の
新
聞
た
る

h
、
お
ら
お
む
君
主
守
も
全
く
官
報
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
淵
二
回
(
月
・
木
)

か
か
る
祉
曾
情
勢
下
に
あ
っ

τ、
慧
眼
な
る
E

・
ロ
イ
ド
〔
盟
自
己
口
。
1
H
4お
γ
L
1
3
が
一
ム
ハ

九
六
年
、
商
業
遁
信
を
主
と
す
る

z
h
むして九一ぷ旨
λ
3
2
3
を
強
行
(
週
三
回
、
火
・
木
・
土
)
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
時
宜
を
得
た
も
の

ガ

イ

主

で
あ
っ
た
。
ま
た

E
h
b
N
M

へk
n
b詐
ョ
と
斡
ナ
る
筆
記
古
れ
た
も
の
(
ヨ
庄
宮
内
庁
2
5皇
切
)
も
あ
っ
て
、
ロ
イ
ヅ
常
濯
の
手
引
書
と
し

τ

利
用
さ
れ
て
W
た。

部
E

行
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

一
七
=
一
四
年
に
は
、

h
s
b誌
の
お
号
、
守
に
吹
い
て
古
い
隠
史
#
も
つ

h
h
v
h
k
w句

knNik
が
出
版
さ
れ
た
。
と
れ
業
者
が
一
一

三
ズ
を
求
め
、
競
っ
て
ロ
イ
ヅ
・
2
l
ヒ

I
屈
に
肉
入
し
た
所
以
て
あ
目
、
ま
た
、
ロ
イ
ヅ
が
、
今
日
、
世
界
海
上
保
険
の
総
本
山

更
に
、

と
な
り
得
た
所
以
ぞ
あ
b
う。

市
場
関
係
の
末
登
達
・
債
格
組
織
臼
未
成
熟
、
主
相
間
的
に
は

商
人
の
商
略
と
附
着
が
支
配
し
て
い
た
。
保
険
業
に
あ
っ
て
も
這
般
心
事
情
に
愛
り
は
な
い
。
商
品
移
動
の
問
歌
的
・
営
座
的
・
偶
然

的
・
冒
険
的
性
格
に
規
定
さ
れ
て
、
保
険
契
約
も
ま
た
自
ら
問
欺
的
・
営
座
的
・
偶
然
的
・
賭
博
的
て
あ
る
υ

ま
た
、
損
害
率
に
庭
じ

此
頃
の
資
本
は
、
所
謂
、
前
期
的
資
本
陀
属
す
る
。

客
観
的
に
は
、

U

イ
ヅ
船
扱
協
官

第
廿
十
七
巻

四
四
九

第
六
鵠

九



ロ
イ
ヅ
胎
紋
協
合

第
七
十
七
巻

四
五

O

第
六
脆

O 

た
保
険
料
の
算
定
徴
牧
も
行
わ
れ
ず
(
不
等
実
議
)
、
従
っ
て
保
険
市
場
に
あ
っ
て
も
一
物
一
債
の
法
則
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
。

更
に
、
幼
稚
な
航
海
術
に
災
さ
れ
て
頻
登
ナ
る
自
然
的
危
険
(
難
破
・
沈
没
・
坐
礁
・
限
沙
・
偶
礁
・
宿
突
等

J

に
加
え
て
、
敵
手
・
公
私

海
賊
般
K
よ
る
一
祉
曾
的
危
険
(
捕
獲
・
全
捕
・
抑
留
・
撃
沈
・
放
火
・
砲
撃
等
〕
、
加
之
、
通
信
機
闘
の
未
登
蓬
と
も
相
倹
っ
て
、
船
主
・
商

人
に
し
て
計
霊
的
に
詐
欺
e

賭
博
保
険
を
意
固
締
結
す
る
も
の
多
く
、
た
め
に
、
保
険
業
者
は
自
衛
的
封
抗
策
を
講
じ
た
け
れ
ば
た
ら

た
か
っ
た
。

h
h
J

、h
同
E
、土

h
面必
f

h
岳
H
h
u
h
H
A
ミ
t
h
N
hひ
等
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
船
名
録
類
似
の
も
の
が
、
商

芽
的
形
態
の
硝
名
録
が
、
先
づ
保
険
業
者
の
聞
に
自
然
護
生
的

K
作
成
さ
れ
、
漸
進
的
・
試
行
錯
誤
的
登
展
過
程
を
経
、

h
T
が
て
一
七

六
O
年
頃
の
あ
の
完
備
し
た
船
名
録
K
到
ゎ

J

達
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

経
済
が
技
大
都
E

展
す
る
に
つ
れ
て
市
場
組
織
・
債
格
も
整
い
、
つ
れ
て
保
険
市
場
組
織
も
漸
く
整
備
さ
れ
て
い
く
。

に
入
り
海
上
荷
動
が
獅
聞
く
前
液
化
す
る
干
、
商
取
引
、
し
た
が
っ
て
己
れ
を
カ
グ
ァ
す
る
保
険
契
約
も
従
来
の
問
獄
的
・
首
座
的
・
偶

然
的
・
前
註
代
的
性
格
を
肱
し
、
女
第
に
大
量
的
・
恒
常
的
・
悼
系
的
・
近
代
的
な
も
の
へ
と
質
的
に
挺
佑
し
て
い
く
。
即
ち
、
一
八

世
記
後
ヰ
か
ら
、
保
険
て
は
前
跡
的
保
険
か
ら
近
代
的
保
険
へ
の
質
的
襲
化
が
見
ら
れ
る
。
損
害
率
に
隠
じ
た
合
理
的
保
険
料
主
算
定

徴
牧
し
、
ま
た
保
険
事
故
の
後
生
に
臨
ん
て
は
、
モ
れ
が
詐
欺
・
賭
博
て
た
い
か
ぎ
り
、
保
険
金
支
捕
の
責
任
を
誠
貨
に
履
行
せ
ん
と

一
八
世
紀
後
牟

す
る
集
還
が
生
じ
、
と
れ
を
代
表
す
る
新
興
勢
力
が
力
強
く
拾
頭
し
て
来
た
。
同
庁
征
中
の
英
図
王
ジ
ョ
ー
ジ
二
世
(
弓
月
1
2
)
の
生
死

さ
え
も
賭
博
保
険
の
封
象
と
し
て
や
ま
ぬ
前
期
的
保
険
に
あ
き
た
ら
ず
、
ロ
イ
、
ツ
・
コ
ー
ヒ
ー
屈
を
木
援
と
し
て
こ
れ
を
骨
む
醤
ロ
イ

ヅ
の
面
々
と
断
然
扶
別
し
濁
立
し
た
新
ロ
イ
ヅ

(54司
己
ο
1
r
七
九
名
υ

が
そ
れ
で
あ
る
。
(
一
七
七
O
年
)
新
ロ
イ
ヅ
の
メ
Y
パ
ー
は
、

支
配
的
に
は
、
所
割
問
商
人
保
険
者
(
2
3
H
旨
是
主
主
主
、
)
て
は
注
く
、
保
険
訟
を
専
業
乃
至
主
業
と
す
る
、
次
第
に
近
代
色
を
濃
厚
に
し

、、

℃
い
く
過
渡
的
保
険
業
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
七
六

O
年
創
立
さ
れ
た
舶
級
協
曾
は
、
後
に
新
ロ
イ
、
y
の
中
殺
と
な
っ
た
、

E
F
F
l



E
t
r目
。
『
H
7
0

由。巳
E
1
ご
と
よ
ば
れ
る
、

宇
野
保
険
者
守
山

E
i
E
P
2
2ふ
り
設
立
す
る
と
乙
ろ
り
も
の
で
あ
り
、
前
期
的

保
険
に
反
封
し
て
立
ち
上
が
っ
た
最
初
の
・
公
然
た
る
降
火
で
あ
っ
た

J
V

時
を
同
じ
う
し
て
、
生
命
保
険
に
あ
っ
て
も
、

一
七
六
二
年
、

「
死
亡
率
に
際
じ
た
生
命
保
険
料
主
徴
収
す
べ
き
で
あ
る
。

(
E
・
ハ
レ
ー
と
と
の
原
則
に
立
脚
し
、

Z
F
イ
グ
フ
ル
一
砿
(
同
百
回
。
O
H

身

z
b
s
b
G切
な
〉

g
E
B
B
-し

H
4
2
E品
目

25mVH官
)
が
創
立
さ
れ
た
。
以
て
、
沼
代
的
生
命
保
険
曾
祉
の
暗
失
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

こ
う
し

τ、
保
険
業
の
後
遺
と
共
に
、
保
険
者
が
保
険
契
約
に
際
し
て
参
考
に
す
べ
き
船
名
録
は
、
モ
白
悶
芽
的
形
態
か

b
一
七
六

四
年
の
主
れ
に
見
ら
れ
る
が
ご
と
き
す
ぐ
れ
た
形
態
に
登
展
し
た
。
提
供
さ
る
べ
き
舶
舶
白
詳
細
に
つ
い
て
、
特
に
、
保
険
契
約
白
前

提
僚
件
た
る
該
舶
舶
の
堪
航
性
(
お

22EEm)
及
び
舶
主
・
船
長
・
上
乗
人
・
荷
主
心
姓
名
主
承
知
す
る
こ
と
は
保
険
引
受
業
者
に

と
っ
て
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
日
間
主
上
り
付
保
を
依
帽
相
さ
れ
た
ブ
ロ
ー
カ
ー

(
Z
o
r
i
は
該
蹄
舶
に
関
す
る
保
険
契
約

?

シ

グ

I
ラ

イ

タ

ー

に
必
要
な
る
事
項
を
詳
細
に
メ
モ
し
、
こ
れ
を
人
出
の
多
い
王
立
取
引
所
・
居
酒
屋
・
コ
!
と

l
胞
で
保
険
引
受
染
者
に
呈
一
目
し
て
参

考
に
供
し
て
い
た
。
主
確
・
迅
速
に
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
保
険
引
受
業
者
の
信
用
を
博
し
、
愛
顧
さ
れ
た
己
と
は
言

を
侠
た
な
い
。
空
陣
取
引
が
量
的
に
増
大
し
、
や
が
て
質
的
に
鍵
化
登
遣
し
て
い
く
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
は
じ
め
は
相
互
に
猫
立
し

て
、
た
だ
首
座
的
・
偶
然
的
・
間
験
的
・
前
近
代
的
に
共
同
保
険
を
締
結
す
る
に
す
ぎ
申
な
か
っ
た
、
い
わ
ば
星
雲
欣
態
か

b
、
保
険
業

が
大
量
的
・
恒
常
的
・
関
系
的
・
註
代
的
へ
と
質
的
に
鍵
佑
設
展
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
有
能
正
直
た
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
を
核
と
す

る
幾
っ
か
り
保
険
業
者
の
部
分
的
小
柴
闘
が
自
然
後
生
的
に
(
多
〈
は
航
域
別
に
)
形
成
さ
れ

τ
い
っ
た
。
己
れ

b
ω
小
集
圏
は
、
そ
の

内
部
に
あ
っ
て
は
囲
結
し
て
外
部
か
ら
の
詐
欺
附
着
に
釣
抗
し
、
官
員
相
互
の
利
径
を
擁
護
促
進
す
る
を
目
的
と
し
、
叫
割
外
的
に
は
排

他
主
義
主
回
目
と
す
る
閉
鎖
的
・
割
球
的
利
径
圏
腿
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
小
グ
ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
船
名
録
類
似

ω
z
o
r
を
作
成
使

用
し
て
W
た
こ
と
は
想
像
に
雑
く
芯
い
。
己
の
と
と
は
、

マ
ン
ス
フ
ィ
ル
下
卿
(
ピ

E
F
E
Z仏
〕
が
「
堪
航
性
は
保
険
契
約
丘
町
提
保

ロ
イ
ヅ
船
組
協
官

第
七
十
七
巻

四
五

第
六
抵



ロ
イ
グ
船
級
協
曾

第
己
十
七
巻

四
豆

第
六
鵠

件
て
あ
る
」
と
判
決
し
た
、
保
険
法
史
上
有
名
な
か
の

po
旨
己
Z
H
H口
問
己

0
2
E
P
E
自
え
宮
町
田
4

同

zznr
コ
出
品
)
事
件
に
出
廷
一
目
証

言
し
た
詮
人
の
陳
述
に
つ
い
て
み
れ
ば
自
ら
明
b
か
で
あ
ろ
う
。

新
ロ
イ
ヅ
平
エ
グ
イ
タ
フ
ル
生
命
保
険
合
祉
の
創
立
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
七
六

0
年
代
は
近
代
的
保
険
業
が
後
見
し
た
劃
期

的
時
代
て
あ
り
、
こ
の
時
か
ら
一
八
三
二
二

0
年
代
に
至
る
凡
モ
六
・
七

O
年
は
そ
れ
が
形
成
確
立
さ
れ
る
過
渡
的
時
代
で
あ
る
。
こ

れ
を
技
術
的
に
可
能
た
b
し
め
た
も
む
は
、
生
命
保
険
に
あ
づ
て
は
死
亡
生
残
表
て
あ
り
、
務
上
保
険
に
あ
っ
て
は
船
名
録
て
あ
る
。

一
七
六

O
年
、
結
級
協
舎
が
創
立
さ
れ
、
調
後
幾
多
の
迅
録
曲
折
を
経

τ、
時
代
の
要
請
に
庭
え
、
一
八
三
四
年
、
関
連
産
業
の
一
致

協
力
白
下
、
迭
に
統
一
的
な
ロ
イ
ヅ
船
級
協
舎
が
再
建
さ
れ
、
以
て
今
日
の
盛
還
に
至
っ
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
な
こ
と
で
は
な
h
。

ω
F
o
E
O
T
F
P
U
S
F
3
A
I
N
-
i
a
p
h
話、
E
E
5
3
2
?見
守
N
E
E
-
P
言
。
唱
・

5
1日
ご
山
町
田

ω
口
垣
民
間
耳
目
仏
凸
'
開

F19
、AKS4A¥hN号
、
匂

H
b
p
晶
画

H
C
M
∞・弔・

2
1
F

同

w
b
g
p
A『
h
s
k
-
J
h
h
h品
、
・
戸
富
島
。
ロ
・

5日
P
℃

戸

円

単

「

江

田

島

ι司
自

民

ω
国
民
。
与
肘
何
者
自
凶
旬
、
尚
昆

5
4
台
、
uxw

宮
w
h
t
N
R
Q号、
'
F
。回向。ロ・

3
2
-
v
口凶

旬
、

A
S
S
F
宅
同
日
1
恥

同

P
]】

u
r
p
E
5
h
P
1
J
F
g
a
E巴

Z
M吋
召
吋

Ntα

口
当
ロ
四
宮
古
島
口
'
回
目
1
0
忌
与
弔

E
I
。

岡
田
R
E
h
m
hへF

ヨ]呂、
L

(1) 

保
険
者
船
名
録

(
d
E
O
Hヨ
=
日
叱
回
。
尚
昆
白
)

一
七
六
四

i
六
五
年
の
舶
名
録
は
十
三
列
よ
り
な
り
、
川
円
安
し
あ
れ
ば
)
舶
の
名
前
(
問
。
匹
。
品
川
刊
現
在
名

(
2
5
3
助
舶
長
(
宮
山
昨
日
〕

ω舶
籍
港

(
3
5
m指
向
池

(
E
F昆

)ω
屯
数
(
吋
δ
E
)
M
W
砲
敬
(
の
自
品
川
明
乗
組
員
数
(
出

)ω
建
謹
地
及
年
代
(
国
立
二
w
d
d
R〕
倒
船

主

(C82)ω
一
七
六
四
年
防
級

(E)
紳
六
五
年
舶
紋
(
吉
)
紳
六
六
年
船
級
(
君
)
が
舶
舶
の
現
在
名
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
阻



!? 

5 55i 、、喝、
h r、
潟、

」
一
片
己
ー
は
巴
比
一
片
烹
ぽ
止
阿
川
い
一
2

一。工宮

市
主
主
計
Er--…与一…一一子五

h
h
N

九円、町、

町
R • 匂

出

列
登
録
さ
れ
て
い
る
。
印
刷
さ
れ
て
あ
る
部
分
は
横
七
吋
・
縦
四
吋

Q

横
綴
の
大
幅
懐
的
形
態
の
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
共
の
項
目
に

お
い
て
も
、
ま
た
そ
白
臨
列
法
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
完
備
寸
る
も
り
で
あ
っ
て
、
本
質
的
に
は
今
日
の
そ
れ
と
疲
ら
な
い
。
登
録
舶

舶
は
四
千
五
百
隻
。
九
百
屯
(
一
隻
)
八
百
屯
(
二
隻
)
を
最
高
に
、
百
屯
乃
至
=
一
百
屯
を
支
配
的
と
す
る
構
成
て
あ
る
。
門
。
己
E
m
事

件
(
一
八
O
二
年
)
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
が
ご
と
き
、
結
主
・
商
人
・
日
間
長
側
の
共
同
謀
議
に
よ
る
詐
欺
保
険
に
謝
抗
ナ
ベ
く
、
船

長
・
括
主
欄
は
蛍
時
吉
わ
め
て
重
要
な
る
意
義
を
も
っ
て
い
た
。
叉
鞍
争
・
務
賊
行
駕
に
備
え
て
大
砲
数
も
航
域
と
共
に
重
視
さ
れ
て

い
た
。舶

舶
の
優
劣
を
表
示
す
る
船
級
官
5
5
E
Z
S
)
は
舶
殻
〈

E
】
)
を

k
f
F
F
0・
d
・
蔵
薮
(
ぬ
古
川
型
自
B
同
)
を
の
・
岡
戸
出
ゼ
一
万
し
、

雨
者
四
組
合
せ
(
十
五
組
)
P
0・
ロ
一
戸

d
出
・
等
て
格
付
け
た
。
般
殻
の

k
f
H凶・

F

0
・
句
は
上
か
ら
、
順
次
、
第
一
級
第
三
級
:
・
:
・

第
五
級
を
表
わ
し
、
麟
袋

C
・
戸
出
は
モ
れ
ぞ
れ
の

g
p
宮内
E
-
E肉
・
回
邑
の
義
て
あ
る
。

第
二
に
古
い
(
現
存
の
)
船
名
録
(
同
叶
E
I
S
)
は
、
第
一
の
モ
れ
と
は
、
モ
の
系
統
を
異
に
す
る
も
の
ぞ
あ
る
と
誤
断
さ
れ
た
ほ
ど
、

外
形
・
内
容
と
も
に
著
し
く
相
違
し
て
い
る
。

見
出

(FEZ)
が
た
く
、
配
列
法
が
餐
わ
り
、

ス
ペ
ー
ス
が
狭
小
と
た
り
、

ま
た
大
砲
欄
も
快
如
し
て
い
る
。

大
幅
帳
的
形
態
を
改
め
て
縦
綴
と
在
っ
た
た
め
、

勢
い
記
事
は
鮮
明
さ
を
失
っ
た
。

師
陣
級
は

F
y
n
-

冒
イ
ヅ
冊
続
協
曾

第
七
十
七
巻

四
五

第
六
競



ロ
イ
ヅ
胎
叡
協
曾

第
七
十
七
番

四
五
回

第
六
時
臨

四

(
舶
殻
)
と

r
F
P
A
F
(犠
装
)
を
組
合
せ
て
表
わ
す
。

三
番
目
の
そ
れ
は
一
七
七
五
七
六
年
の
舶
名
録
。
己
れ
は
明
か
に
第
二
の
般
名
録
を
檎
承
ず
る
も
の
ぞ
あ
る
。
十
一
列
か
ら
な
り
、

見
出
し
は
な
い
。
前
者
よ
り
配
列
法
・
鮮
明
度
い
づ
れ
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。
日
間
級
記
披
は

k
f
p
F
。・

(EH』
)
と
「
N
・
(σ
官
官
出

2
4

を
組
合
せ
る
。
世
に
名
高
金
K
F
H

の
記
放
が
初
め
て
使
用
さ
れ
た
の
は
賢
に
己
白
第
三
舶
名
録
に
沿
い
て
で
あ
っ
た
。

己
れ
ら
初
期
白
般
名
録
士
出
版
し
た
り
は
、
新
し
〈
撞
頭
し
て
き
だ
新
P

イ
ヅ
の
中
俣
を
な
す
、
=
H
E
O
B
t
耳
切
。
『

Fro
回
C
E
E〕七

と
よ
ば
れ
る
、
専
業
保
険
者
逮
て
あ
っ
た
。
モ
白
人
数
及
び
氏
名
は
今
日
明
b
か
で
な
い
。
船
板
協
合
は
一
七
六

O
作
に
π
イ
ヅ
を
母

鰹
と
し
て
創
立
さ
れ
た
が
、
今
日
の
ご
と
く
雨
者
は
裁
然
と
分
隊
樹
立
し
て
い
た
の
ぞ
は
た
い
。
ュ
』
印
cnMGH〕7
2門医ロ
P

由
。
口
止
〕
三

と
し
て
、
専
ら
、
出
資
曾
員
白
利
便
を
困
っ
て
創
立
さ
れ
、
機
能
し
て
い
た
も
白
ぞ
あ
る
。
合
員
白
出
妥
額
は
年
十
ニ
ギ
ヱ

l
o
第
四

に
古
い
師
同
名
録
(
弓
E
t∞
回
)
に
初
め

τ出
資
者
名
簿
(
百
三
十
名
)
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
て
見
る
に
、

I
・
I
・
7
y
ガ

1
シ
ュ
タ

イ
ン

Q
O
E
H
E
R
M
E
E出
合

E
E
)
を
筆
頭
に
、
悉
く
こ
れ
新
ロ
イ
ヅ
の
指
道
的
メ
ン
バ
ー
で
あ

P
、
ま
さ
に

E
Cロ白
o
z
z
o
E
U
問
。
唱
m
E
3

の
名
に
背
か
な
い
。

と
れ
ら
初
期
の
舶
名
録
は
二
年
毎
に
出
版
さ
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
年
刊
と
忘
る
。
い
づ
れ
に
も
界
頁
が
た
い
。

同
'
冨
日

E
P
P目
お
の
・
巧
ロ
m
Z
E出
合
目
白
同
J
1
0・
史
民
及
び

ssp・
-
"
に
掲
載
さ
れ
て
H
る
こ
れ
ら
初
期
締
名
録
を
見

る
に
、

H
標
本
抽
出
υ
の
憾
は
あ
る
が
、
岩
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
登
録
附
舶
が
次
第
に
大
別
一
佑
し
、
ま
た
登
録
舶
舶
数
も
増
加
の
一
訟

を
辿
フ
て
い
る
。
い
円
う
ま
で
も
な
く
、
英
園
海
還
の
設
蓬
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
防
主
無
船
長
の
経
営
形
態
も
見
b
れ
、
蛍

時
の
英
図
海
還
の
姿
が
し
の
ば
れ
る
。
日
間
名
録
の
欣
態
は
海
運
業
・
誼
船
業
の
措
置
淫
過
程
を
一
示
す
指
標
て
あ
る
。

さ
亡
、
己
己
に
特
に
強
調
し
た
い
の
は
、
初
期
の
舶
名
録
は
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
専
ら
出
費
者
白
秘
用
を
目
的
と
し
て
、



と
よ
ば
れ
た
一
園
白
保
険
引
受
業
者
が
、

側
よ
り
す
る
詐
欺
・
賭
博
保
険
に
封
抗
す
ベ
く
、
更
に
、
メ

y
J
l
以
外
の
同
業
者
に
桝
到
し
有
利
在
地
位
を
確
保
し
、
よ
っ
て
以
て
最

出
資
者
数
を
か
ぎ
つ
て
の
限
定
秘
密
日
版
ぜ
あ
っ
た
こ
と
、
己
れ
て
あ
る
。
既
速
の
ご
と
く
、
船
名
録
は

z区
O
E
Z虫
色
巴
6
∞
R
M
o
qョ

一
つ
に
は
損
害
卒
に
立
脚
す
る
合
理
的
近
代
的
保
険
を
瞥
む
べ
く
、

一
つ
に
は
問
、
王
・
商
人

大
利
潤
を
収
得
す
る
た
め
の
一
方
策
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

堅
く
秘
密
を
期
し
、
盟
外
者
の
縦
覧
は
如
何
た
る
方
法
に
お
い
て
も
、
ま
た
如
何
な
る
事
項
に
つ
い
て
も
絶
封
に
こ
れ
を
許
さ
な
か
っ

た
。
違
反
者
を
庭
罰
す
る
殿
格
極
ま
る
内
規
は
、
冷
酷
な
る
排
他
主
義
の
封
内
的
反
映
で
あ
る
。
初
期
の
船
名
録
が
出
版
者
全
具
に
す

る
別
個
の
船
名
録
七
島
一
る
と
誤
断
さ
れ
る
程
、
頻
繁
且
つ
著
し
く
そ
白
配
列
法
・
記
蹴
を
遜
更
し
た
の
も
、
ま
た
、
今
な
お
解
額
出
来

ぬ
幾
多
の
記
放
が
用
い

b
れ
た
の
も
、
悉
く
己
れ
秘
密
保
持
を
期
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

サ

F

ン
ダ

1
ヲ

4

9

1

、
、

見
b
れ
る
ご
と
く
、
初
期
の
船
名
録
は
、
己
れ
を
問
版
し
た
百
名
内
外
の
日
姿
者
f

保
険
引
受
業
者
)
が
そ
の
杓
都
て
秘
か
に
使
用
す

る
の
を
唯
一
一
組
射
の
同
酌
と
し
、
ひ
そ
か
に
限
定
出
版
し
た
も
白
で
あ
っ
て
、
ハ
公
刊
す
る
意
闘
は
全
然
存
し
な
か
っ
た
。

註
一
七
八

O
年
公
表
さ
れ
た
内
規
に
よ
れ
ば
、
一
七
七
三
年
二
月
六

H
以
降
、
令
員
以
外
の
者
に
船
名
艇
を
貸
興
し
た

p
、
譲
渡
し
た
り
、
或
は
便

晴
見
に
供
し
、
ま
た
は
そ
の
内
容
に
ワ
い
て
告
げ
語
っ
た
者
は
科
料
k
し
て
初
犯
亙
志
三
片
、
第
一
一
租
十
市
六
斤
、
第
三
犯
一
ギ
一
一
1
、
第
四
犯
二
ギ

-7及
び
上
掲
相
犯
1
l生
三
犯
の
全
科
料
を
申
技
後
十
四
日
以
内
に
主
蝉
わ
ね
ば
、
船
名
酷
使
用
躍
が
停
止
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
も
L
、
そ
の

牛
内
の
任
意
の
時
忙
、
古
本
持
墨
田
上
五
ギ
ニ

1
納
入
す
れ
ば
、
新
船
名
障
の
悼
用
が
一
計
さ
れ
る
(
的
問
第
十
二
管
。
船
名
踏
の
紛
失
は
前
僚
に
準
じ

て
出
品
罰
さ
れ
、
永
A
掛
央
に
封
す
る
措
置
は
委
員
曾
の
決
定
忙
委
b
b
れ
る
。
永
久
紛
央
者
は
新
本
入
手
の
た
め
に
五
ギ

Z
1
安
一
抑
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

(第十コ扇町
)

O

ま
た
官
員
は
す
べ
て
、
新
本
が
護
行
さ
れ
る
前
に
、
膏
本
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
b
な
刊
。

本
一
九
三
同
年
十
月
煎
京
で
術
活
れ
允
ロ
イ
ヅ
舶
織
協
舎
再
建
百
年
記
念
式
に
臨
席
し
た
イ
ギ
リ
ス
大
使
間
同
問
。
r

H

件
同
門
民
4
6

も
特
に
、
初
期
舶
栴
協
曾
の
間
関
耐
恒
主
義
を
、
ト
記
内
揖

第
十
ニ
僚
任
引
用
し
つ
つ
、
弧
調
し
、
今
日
の
そ
れ
i

と
路
眠
し
て
感
慢
を
深
う
し
て

h
i
t
q
R
E
h偽
造

g
h
S
E
R
君
、
ミ
ミ
E
a
p苦言、
u
p
E
Eな
S
G三宮
E
E詰

切な宮崎

92
屯
口
司

k
d
p拘
暗
号
、
司
、
宮
古
ME占
星
副
司
H
H〕

ネ
後
に
-
一
ッ
の
特
許
保
臨
命
枇

(
Z
m
H
b
間早川》ロ
k

，E
ロヨロ日
Jpmw
河
S
J
W
M

凶
M
n吋
M
O

ロ聞可〉
aE円
山
口
白
)
も
保
障
活
断
筑
時
の
出
費
者
と
な
っ
品
作
・
刊
資
問
年
二
十
ギ
ヱ
1
.

常
初
よ
り
、

「
共
同
股
」
的
規
制
力
を
も
っ
内
規
を
定
め
て

ロ
イ
グ
船
般
協
官

第
七
十
七
巻

四

E
E

第
六
日
嗣

主ζ



ロ
イ
ヅ
船
級
協
曾

第
七
十
七
巻

四
五
六

第
宍
掠

/、

ω
量
更
に
匂
苫
・
0
i
H
∞

口

司

胃

μ
耳
目

NVNN
・B
-
H
M
T
t
U
M
リ
ロ
ヲ
岡
山
市
民

E
色

町

担

F
Z
m
N
p
b
p
唱

主
1
叶

出

口

'
F
4
・
話
コ
員

L
F
2
2号
F
F
S白一Q
B
H
φ

凶
邸
宅
・
同
目
。
1

∞
円
・
肘
口
o
z
g国
待

Ua
同
5
m
l官
官

h
p
z
f
円。白色白

E
U
M

宅

H
2
1
m
y

ω
A
E
A
h
沼
・
呂
1
4・
同
・
甘
'
p
v
d
n
u
L
P
L
句・

5
・

〉

E
E
君
百
円
互
身

F
S
L
hト
h
b
R
A
-
F
E
S
S恥
句
'
凶
凶
P

(2) 

船

主

舶

名

録

(

由

Z
3
3
2
.
同
省
器
吋
)

十
八
世
紹
初
頭
、
英
園
て
は
、
保
険
業
・
海
運
業
が
そ
の
一
母
慌
た
る
、
包
括
的
未
分
化
的
貿
易
業
か
ら
分
化
溺
立
す
る
兆
候
が
見
ら

れ
る
。
世
相
後
半
に
い
た
り
、
産
業
革
命
白
展
開
、
し
た
が
っ
て
芙
園
経
済
の
飛
躍
的
建
蓮
と
と
も
に
、
英
闘
貿
易
業
は
著
し
〈
規
則

性
・
恒
常
性
・
大
量
性
士
身
に
つ
一
け
る
に
い
た
っ
た
。
と
の
己
と
は
、
貿
易
裁
と
密
接
不
離
の
関
係
に
立
つ
保
険
業
・
海
運
業
に
決
定

的
影
響
を
興
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
印
ち
、
六
十
年
代
以
降
、
そ
れ
ま
で
に
漸
女
進
行
し
て
来
た
産
数
分
化
は
著
し
く
促
進
さ
れ
、

十
八
位
紀
末
に
は
、
す
で
に
「
海
運
業
写
宅
高

E
E
q
)
と
商
業
(
宮
内

S
F
E
R
E
)
の
聞
に
は
桟
然
た
る
目
別
が
裕
史
さ
h
h
L

-
E司
古
口
問
冒

R
0
3
友
る
言
葉
が
物
語
る
ご
と
き
、
商
人
が
隔
地
聞
の
債
格
差
を
利
し
て
商
業
利
潤
を
質
現
す
る
た
め

rと
る
不
可

越
的
過
程
と
し
て
の
海
上
運
送

(
E
R
E
-
E
)
ゼ
は
左
く
、
蓮
詮
同
盟
を
企
業
と
し
て
皆
む
、
即
ち
、
商
業
利
潤
の
質
現
の
た
め

に
で
は
な
く
、
運
賃
牧
得
を
モ
の
直
接
の
目
的
と
す
る
海
上
運
治
業

(
S
E
B
E
E
s
-
が
現
出
し
た
。

保
険
業
に
あ
っ
て
も
、
背
は
「
保
険
業
者
は
、
言
葉
の
近
代
的
意
味
に
ゐ
け
る
生
砕
し
川
(
吉
会
主
」
て
あ
っ

h
r
呈
し
て
一
七

二
O
年
頃
は
、
「
専
門
的
職
業
と
し
亡
の
保
険
業
は
全
く
新
L
H
職
業
で
あ
っ
た
o

以
前
は
、
斯
業
に
通
院
し
た
慎
重
た
る
砂
ん
岳
民
町

身

(
M
Jえ
き
忌
き
た
号
)
が
唯
一
の
保
骨
者
て
あ
っ
ぉ
。
」
即
ち
、
商
人
達
は
自
己
の
積
荷
・
舶
舶
に
つ
い
て
は
被
保
険
者
(
保
険
契
約

者
)
と
し
て
市
場
代
現
わ
れ
る
が
、
他
の
商
人
の
舶
舶
・
積
荷
に
封
し
て
は
骨
骨
苧
と
し
て
機
能
す
る
、
所
詰
臨
ん
旧
山
臨
本
(
号
、
h
E弐



な
句
史
耳
、
)
で
あ
っ
た
。

保
険
契
約
量
が
少
く
、
且
つ
一
同
欺
的
・
営
座
的
・
偶
然
的
・
賭
博
的
で
あ
っ
た
た
め
、
保
険
業
が
一
伺
の
企
業

と
し

τ濁
廿
一
し
得
た
か
っ
た
が
故
て
あ
る
o

し
か
る
に
、
海
上
荷
動
が
著
し
く
大
量
的

E
つ
恒
常
的
と
ゆ
な
る
や
、
つ
れ
て
こ
れ
を
カ
ず

ァ
ー
す
る
保
険
契
約
も
著
し
く
大
量
的
・
持
糠
的
・
閥
系
的
と
た
る
。
己
己
に
保
険
業
が
猫
立
の
企
業
と
た
り
得
る
可
能
性
が
生
ま
れ
、

ま
た
主
鰻
的
に
も
経
験
を
積
ん
ぞ
斯
業
に
遁
践
し
た
商
人
保
険
者
に
し
て
、
間
設
と
し
て
J

し
な
く
、
こ
れ
を
主
裁
公
立
止
の
自
の
胃

E
)

乃
至
専
業
と
し
℃
皆
む
者
が
現
わ
れ
た
ロ
こ
こ
に
保
険
業
も
亦
二
仰
の
企
業
と
し
て
介
化
濁
立
す
る
に
至
る
。
か
く
て
、
産
業
革
命
期

一
個
の
濁
立
産
業
に
形
成
確
立
さ
れ
る
過
渡
期
で
あ
っ
た
。

は
、
海
運
業
・
海
上
保
険
業
が
母
慌
た
る
貿
易
業
か
ら
分
離
溺
立
し
て
、

保
険
業
者
と
保
険
契
約
者
(
被
保
険
者
)

た
る
商
人
・
船
主
及
び
(
間
接
的
に
)
造
船
染
者
白
利
害
は
釘
立
す
る
白
が
常
で
あ
る
。

保

険
業
、
も
利
潤
迫
求
を
一
中
上
命
題
と
す
る
企
業
て
あ
る
か

b
、
問
。
。
品
目
砕
を
選
好
し
、
巨
《
凶
同
MmF
を
忌
避
す
る
c

い
き
お
い
、
舶
配
の

検
査
・
船
級
格
付
の
某
準
は
股
酷
た
も
の
と
な
る
。
営
然
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
こ
の
と
と
は
保
険
契
約
者
た
る
商

人
・
般
主
に
と
っ
て
は
直
ち
に
不
利
苦
痛
ゼ
あ
り
不
満
ぜ
あ
る
。
低
級
保
持
船
舶
が
保
険
契
約
・
集
荷
・
積
荷
契
約
・
舶
舶
賢
賀
等
々

あ
b
ゆ
る
商
取
引
K
沿
い
て
不
利
と
左
る
は
言
を
侠
た
な
い
。
保
険
契
約
者
側
の
不
満
は
既
に
後
刊
営
初
よ
り
前
芽
的
・
潜
在
的
に
存

し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
ロ
即
ち
、
草
創
期
に
あ
っ
て
は
、
一
つ
に
は
、
保
険
業
・
海
運
業
が
今
た
沿
、
積
立
産
w
t

主
と
し
て
未
成
熟

の
欣
態
に
あ
り
、
同
一
人
格
に
し
亡
保
険
者
・
保
険
契
約
者
の
雨
機
能
を
併
せ
皆
む
商
人
多
く
、
た
め
に
そ
の
利
害
は
内
的
封
立
の
欣

ウ
ヱ
イ

r

他
方
、
所
謂

E

冨
O
B耳
目
。
同

F
o
m
0
2
2「
唱
白
笑
園
海
土
保
険
市
場
に
占
む
る
比
重
小
さ
く
、

た
め
に
保
険

態
に
止
っ
て
い
た
。

者
舶
名
録
の
市
場
規
制
力
は
決
定
的
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
産
支
隔
の
利
害
釘
立
は
爆
愛
す
る
に
た
ら
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
世

粗
末
に
い
た
る
キ
、
保
険
業
・
海
運
業
・
貿
易
業
は
漸
く
人
格
的
托
も
資
本
的
に
も
精
立
産
業
に
生
成
し
、
モ
れ
ぞ
れ
大
き
な
社
合
的

勢
力
を
も
つ
に
互
っ
た
。
他
方
、
新
ド
イ
ヅ
の
興
隆
と
と
も
に
船
名
録
も
保
険
業
界
の
統
一
的
機
関
誌
と
た
り
、
次
第
K
権
威
を
身
に

ロ
イ
ヅ
船
級
協
合

第
七
十
七
巻

四
五
七

第
六
挽

-L; 



ロ
イ
ヅ
船
級
協
曾

第
七
十
七
巻

四
五
八

第
六
鵠

ノl

妙
且
つ
頻
繁
に
提
弘
さ
れ
る
詐
欺
・
賭
博
保
険
(
例
え
ば
有
名
な

P
1
E
凸且

E
m
事
件
)
に
備
え
、

つ
け
議
官
力
を
培
し
て
き
た
。
更
に
、
ア
メ
リ
カ
狽
立
戟
宰
・
例
閣
大
革
命
に
綾
く
欧
米
の
動
乱
、
な
ら
び
に
問
主
・
商
人
側
工
り
巧

封
抗
す
べ
く
、
舶
名
録
は
船
舶
の

検
査
・
格
付
に
巌
格
主
義
主
採
り
、
次
第
に
硬
化
の
傾
向
を
辿
っ
た
。
つ
れ
て
保
険
者
と
商
人
・
船
主
の
利
害
の
封
立
は
傾
向
的
に
激

化
し
、
一
七
九

0
年
代
に
は
、
こ
り
外
的
封
立
は
最
早
収
拾
の
つ
か
ぬ
決
定
的
段
階
に
淫
し
て
い
た
。

一
七
九
七
年
、
賠
級
協
曾
委
員
舎
が
メ
ソ
パ
l
一
向
に
何
等
諮
る
と
と
な
く
、
帥
耐
綾
判
定
基
準
を
よ
り
巌
格
に
し
、
更
に
、
建
造

地
・
舶
令
偏
重
主
義
を
採
用
強
行
す
る
に
い
た
る
や
、
舶
主
・
商
人
の
積
年
の
不
満
は
遂
に
爆
後
し
た
。
時
を
移
吉
ず
、

ロ

Y
F
Y
及

び
英
王
圏
諸
主
要
港
に
大
舎
を
催
し
て
保
険
者
船
級
協
舎
に
釣
し
、

宜
し
く
新
原
則
を
撤
回
し
、
良
債
官
官

用
吐
よ
、
と
申
入
れ
た
。
が
、
峻
担
に
逢
い
、
遂
に
J

b

R

N吋

H
h
p、hh剰な

2
3
と
銘
ず
る
趣
意
書
を
登
し
、
判
明
船
級
協
曾
の
設
立
を
宣

言
す
る
に
い
た
っ
た
。
時
に
一
七
九
七
年
四
月
一
目
。

保
険
者
船
級
協
曾
よ
り
す
る
精
力
的
妨
害
工
作
に
も
屈
せ
ず
、
「
商
人
及
び
般
主
は
良
債
主
義
を
奉
じ
王
園
海
運
業
及
び
閥
連
諸
産

業
心
建
展
に
貢
献
せ
ん
」
と
の
高
空
理
想
を
掲
げ

E
U
1
p
k
J
O
自

hAN.hp、
切
号
、
申
え

h、
自
営
、
-
£
、
ョ
と
グ
イ
ト
ル
し
て
新
舶
名
肱
仰
を

種
行
し
た
。
扉
頁
に
、
こ
白
羽
般
名
録
が

E
k
r
p
o
M
o
q
色
冨
日
の
E
M
F
m
r
H
3
3
0
F
E
ι
d
E
2司
HMH3・3

に
よ
っ
て
出
版
さ

一
一
一
五
人
よ
り
た
る
出
費
者
の
悉
く
が

れ
た
旨
う
た
ワ
て
い
る
が
、
次
貰
に
掲
載
さ
れ
た
委
員
八
(
富
山
叫
に
出
資
者
リ
ス
ト
を
検
す
る
に
、

ζ

れ
著
名
有
力
の
商
人
・
船
主
て
あ
づ
て
、
言
う
陀
足
る
保
険
業
者
は
名
を
列
ね
て
い
左
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
全
く
船
主
・
商

人
の
た
め
の
、
船
主
・
商
人
の
、
問
主
・
商
人
に
よ
る
船
名
妹
て
あ
ワ
た
。
其
鮪
に
於
て
、

dロ己
R
H
4
司
ロ
宮
司
ョ
同
州
O
B
m
世
誌
と
よ
ば
れ
、
保

グ
リ
I
u
v

ブ
ツ
タ

険
業
者
の
た
め
の
、
保
険
業
者
の
、
保
険
業
者
に
工
る
船
名
録
で
あ
っ
た
従
来
の
緑
木
般
名
録
と
割
脈
的
て
あ
る
。
ゆ
え
に
、
新
般
名

録
は
三
回
E
旬。毛
E
g唱

HWOE7品
。
ぺ
、
或
は
侮
蔑
的

K
E
F
S
m
l印
}
言
。
出

gru-
と
主
ば
れ
る
。
ま
た
表
紙
白
色
か

b
E
向
。
白
出
。
。
ベ
マ



更
に
、

z
z
o司
出
。
。
ぺ
.
と
も
よ
ば
れ
た
。
初
よ
り
会
刊
主
義
を
と
る
。
四
費
者
は
ロ

Y
F
y
m問
主
(
号

h
g号
満
何
台
、

R
5
3〉
を
中

に
お
く
ω

核
と

L
、
出
資
額
年
八
ギ
一
一

1
0
本
部
を
ロ
ン
ド
ン
ヨ
)
旧
日
唱
。
E
5
m
o
〉
ロ

4
に
、
の
ち
、

z
c
p
F
宮内
E
Oて
a
p口
昌

ω
。
出
可
p
工作

?Ahbc立
与
え
q
4
A
¥
、
rmwr足
-h
むな
hvE句、
0
・奇句、‘吋

H
F
b
s
昌

記

唱

団
2
1。

間
の
】
4

4吋
E
b
S
H
b
h
Q立
ち
お
号
、

E
辻、

hNhヘミ

qhhvhEZ号
、
円
。
E
E
E
N。
ー
苫
凶
叫
叫
1

中

ω
口
者
同
点
冨
防
庁
口
出

E
1
0
号
、
噌
弔
問
αta

ω
円

F
Z
き
-
E

日
目

mt砕
を

お

お

わ

M

司

N
N
L・

切
】
可
冨
注
目
忌
n
N
・

唱

団

日

日

ア
シ
ダ
『
ラ
，
q
タ
1
ズ
・
レ
ヂ
ス
タ
l

s

d

ヅ
プ
す

l
ナ
1
J
t
レ
ヂ

λ
K
1

保

険

者

船

名

録

と

船

主

舶

名

録

分
裂
の
直
接
白
原
因
と
な
っ
た
新
原
則
は
既
謹
白
如
く
、
建
泊
地
・
剛
山
令
主
義
ゼ
あ
る
。
郎
ち
、
船
舶
を
そ
れ
が
も
っ
本
質
的
性
能

13) 

(Z2Mm区
菅
己
Mq)
に
よ
っ
て
で
は
左
く
、

建
造
地
及
び
建
造
年
代
を
舶
級
判
定
の
基
準
と
す
る
。
己
の
J

羽
原
則
は
極
め
て
重
大
な
る

も
白
で
あ
っ
て
、
爾
来
三
十
有
五
年
間
に
豆
る
封
立
抗
争
は
ス
ロ

1
ガ
Y
的
に
は
己
の
原
則
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
己
れ
に
よ
れ

ば
、
例
え
ば
、
テ
ム
ズ
河
畔
建
遺
他
舶

(
S
R
E
E
E宮
)
は
特
恵
〆
待
遇
を
受
け
、
検
査
の
結
果
、
ひ
と
た
び

KFH
と
格
定
さ
れ
れ
ば
、

営
該
舶
舶
の
内
在
的
性
能
心
如
何
に
拘

b
ず
、
其
後
十
三
ヶ
年
間
前
記
船
紋
を
保
持
す
る
。
反
之
、
テ
ム
ズ
何
時
以
外
の
地
、
例
え
ば
、

ハ
ル
・
一
一
ュ

1
キ
ヤ
ス
ル
・
十
ン
グ
l
ラ
プ

F
等
ゼ
進
水
し
た
舶
舶
は
、
同
一
性
能
舶
て
も
地
域
的
差
別
待
遇
を
受
け
、
日
間
級
保
持
期

聞
は
八
ヶ
年
、
地
域
に
よ
っ
て
は
六
ヶ
年
・
主
ケ
年
等
の
ひ
と
W
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
れ
明
か
に
ロ
ン
F

Y
の
関
係
業
者
の
利
鈍
の
反

映
で
あ
り
、
地
方
の
胞
主
・
造
船
業
者
・
商
人
が
極
め
て
不
満
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
を
い
。

ま
た
舶
令
主
義
に
よ
れ
ば
、
付
奥
き
れ
る
般
級
保
持
期
聞
を
経
過
す
れ
ば
、
該
船
舶
の
宣
質
的
性
能
の
如
何
に
拘

b
ず、

一
連
託
生

P

イ
グ
船
絞
協
曾

第
七
十
七
巻

四
五
九

第
六
銃

丸



自
動
Jl''J 
にロ
格ィ
下ヂ
げ拍
さ扱
れ協
る，)曾

第
七
十
七
巻

四
六
(
U

第
六
按

四
正J

(
と
の
と
き
、
時
紋
誼
鵠
が
呂
町

Fο
・
N
A
E
-
c

∞
A
F
{
2
5
句
担
目
。
に
麓
更
さ
札
て
い
る
が
、
と
の
詔
時
刷
費
更

は
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い

こ
れ
に
封
し
、
船
主
船
名
録
は
良
債
主
義
を
標
傍
し
、
記
抗
と
し
て
、

k
r
H
P
F
P
(
E
5・
r
F
(
Z一石田
EH)
全
用
抑
た
。

A

第
一
般
船
。
〉
「
は
純
英
国
芦
樫
利
船
。
験
装
極
め
て
艮
灯
(
量
出
向
。
百
ロ
島
)
な
る
新
船
。
船
担
保
持
期
間
は
テ
ム
ズ
河
畔
建
建
船
で
十
二
ヶ
年
、

主
他
は
同
一
性
能
で
も
十
ヶ
年

u

E

第
二
組
船
。
修
哩
完
全
。

β
d
宮
崎
問
。
の
認
搬
に
適
格
と
認
め
ち
れ
た
船
舶
。

ー
第
三
艦
船
。
修
理
や
や
不
完
全
。
検
査
の
結
果
‘

ι
4
E
占
。
麗
質
性
貨
物
〔
百
Z
E
σ
H
O
E
o
n
z〕
を
除
〈
海
描
す
E
凶凶日
ω
問
。
)
を
受
け
ぬ
貨
物
の
浬

設

γι
蓋
支
な
い
、
と
認
定
さ
れ
た
船
舶
。

。
第
四
組
船
。
修
盟
批
態
恩
〈
、
外
航
不
適
絡
船
。

峡
装
。
1

は
良
好
〔
唱
。

-=Eロ&。
2

は
粗
雑

(HDampHEZ匂
同

O
E
e

帥
問
主
船
名
録
は
保
険
者
船
名
録
に
反
し
、
そ
の
出
版
図
慢
た
る
舶
主
・
商
人
・
遁
舶
業
者
の
利
径
を
反
臥
し
て
、
検
査
・
格
付
が
極

め
て
ル
ー
ズ
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
登
録
船
舶
の
悉
く
が

A
扱
で
あ
り
、
舶
令
五
十
年
(
木
造
船
で
川
)
以
上
の
老
朽
般
に
劃
し
て
の
み
E

級
が
付
輿
さ
れ
た
。
あ
ま
つ
さ
え
、
か
か
る
老
朽
般
に
あ
っ
て
も
麟
袈
は
凡
て
ー
で
あ
っ

h
o

サ

ダ

ヨ

』

イ

砂

船
絞
は
、
今
日
の
ご
と
く
、
結
絞
小
委
員
曾

(
E
r
F自国
5
2
0同
町
]
自
民
主

E)が
格
定
付
興
ず
る
の
で
は
た
い
。
前
開
舶
検
査
ト
人
個
人

の
検
査
と
判
断
に
沿
い
て
最
終
的
且
つ
絶
封
的
に
判
定
付
輿
さ
れ
た
。
船
舶
検
査
人
は
無
給
制
で
あ
っ
て
、
帥
問
主
の
好
意
に
よ
っ
て
提

供
さ
れ
る
心
附

E
2
)
を
唯
一
の
牧
入
源
L

し
し
て
い
作
。
船
主
船
名
録
の
性
格
上
、
他
方
、
船
舶
検
査
人
心
絶
封
的
権
限
と
経
済
的
依

存
性
心
た
め
に
、
防
舶
検
査
・
舶
級
判
定
は
き
わ
め
て
船
主
・
商
人
に
封
し

τ、
迎
合
的
で
あ
り
、
ル

l
丈
で
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
船
級
は
数
あ
る
舶
舶
を
或
る
一
定
の
某
準
に
回
一
し
、
船
級
を
格
定
利
問
ハ
し
、
該
賠
舶
の
員
債
(
塙
抗
性
心
如
何
)
を
表
示

し
、
ぶ
て
保
険
契
約
・
積
荷
保
件
・
舶
舶
賢
貰
等
の
事
一
考
に
資
す
る
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
般
名
録
の
碕
民
生
。
過
程
を
顧
み
れ
ば
自
b



明
ら
か
ぞ
あ
ろ
号
。
し
か
る
に
船
主
船
名
録
の
ご
と
く
、
巳
良
債
の
如
何
を
問
わ
ず
無
謀
別
的
に
〉
H

w
て
あ
れ
ば
、
無
船
級
L
L
何
等
選
ぶ

y

と
こ
ろ
た
〈
、
か
く
て
は
、
船
級
格
安
心
意
義
、
同
じ
こ

εで
あ
る
が
、
船
級
協
舎
の
存
在
窯
義
は
な
い
。

則
」
か
掲
げ
て
分
離
濁
立
し
た
附
主
・
船
級
協
舎
は
ぞ
の
創
立
営
初
に
し
て
、
既
に
、
そ
の
機
能
主
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
存
在
理
由

を
夫
っ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
高
さ
理
想
、
よ
正
し
き
原

一
つ
に
は
、
巨
越
の
如
空
機
能
喪
失
に
工
り
、
ま
売
他
方
、
そ
の
資
力
・
組
織
・
停
統
・
権
威
に
お
い
て
透
か
に
劣
る
船
主
船
名
録

は
創
立
に
際
し
て
の
抱
負
・
進
出
後
展
も
ま
さ
に
樺
花
一
朝
の
一
歩
、
や
が
て
傾
向
的
表
港
白
一
塗
を
辿
唱
、
た
が
に
平
出
資
者
心
み
た

ら
ず
、
指
道
的
出
資
者
の
股
品
開
す
る
者
相
績
さ
、
た
め
に
協
曾
の
牧
入
(
出
資
金
)
は
年
々
減
少
し
た
。
他
方
、
遁
増
的
に
増
大
し
て
や

主
ぬ
船
舶
の
検
査
・
格
付
・
出
版
等
の
費
用
支
出
の
任
め
、
協
舎
の
経
済
的
基
礎
は
加
速
度
的
に
悪
化
し
て
い
っ
た
。
た
が
最
屯
強
硬

に
し
て
費
力
あ
る
数
人
の
指
導
的
商
人
・
的
主
白
特
別
醸
金
を
以
て
、
僅
か
に
僚
怖
を
保
つ
に
す
ぎ
た
か
っ
た
。

よ
り
強
間
取
る
経
済
的
基
盤
の
上
に
立
脚
し
、
走
者
停
統
と
信
用
を
誇
る
保
険
者
舶
名
録
も
船
主
保
険
者
の
出
現
に
よ
っ
て
ん
げ
な
か

レ
ッ
ド
・
プ
ヴ
グ

ら
一
ざ
る
射
撃
を
蒙
っ
た
。
門
部
組
織
・
遺
構
方
法
・
附
名
録
に
反
省
と
改
一
著
を
加
え
、
赤
木
氏
封
枕
ナ
ベ
く
努
め
た
も
の
の
、
市
場

を
二
分
さ
れ
た
痛
手
は
大
全
く
、
流
石
強
策
の
保
険
者
般
名
録
も
や
が
て
経
済
的
背
窮
に
陥
入
っ
た
。
即
ち
、

『

-

七

六

O
年
、
本
協
曾
(
保
腕
若
般
級
協
合

I
;

谷
山
〕
が
設
立
さ
れ
た
首
時
、
同
費
者
の
年
出
資
額
は
十
ニ
ギ
ニ
ー
で
あ
っ
た
の
五
十
年
径

に
は
協
曾
の
積
立
金
は
一
高
一
千
ポ
ン
ド
に
帯
川
し
て
い
た
の
で
、
船
名
鵠
の
債
格
日
究
組
)
を
三
分
の
二
に
、
印
ち
、
十
ニ
ギ
ニ
ー
か
ら
八
ギ
ュ
ー

に
、
引
き
下
げ
た
。
し
か
る
に
、
過
去
一
十
年
間
(
一
人
一
口
作
一
八
一
プ
九
年
谷
山
)
支
向
は
年
々
約
五
百
ポ
ン

γ
収
入
を
超
過
し
つ
づ
け
℃
来
た
の
で
、

保
有
資
産
は
今
や
二
千
ポ
ン
ド
を
算
す
る
に
す
ぎ
な
い
ロ
(
そ
こ
で
)
本
委
貝
曾
は
、
本
年
(
一
八
二
九
年
谷
山
〕
よ
り
、
断
宅
録
の
儒
路
町
費
削
)
を

十
ギ
ニ
ー
に
引
上
げ
る
必
要
に
せ
ま
ち
れ
た
。
』

(
J
L
告
、
了
号
、
当
え
寄
生
句
、
N
h
b
b
s
h
T
E
2
3
H
m
N
S

ロ
イ
ヅ
抽
絞
協
曾

第
七
十
七
巻

一
八
一
。
一
年
代
よ
り
出
費
者
の
脆
摂
す
る
者
多
く
、
他
方
、
実
関
経
済
の
外
延
的
・
内
伝
的
穫
展
と
と
も
に
、
登
録
舶
舶
敏
弘
念
増

四

四
六

第
六
掠



ロ
イ
ヅ
船
級
協
曾

第
七
十
七
巻

四
六

第
六
鶴

四

し
、
蓄
積
資
金
を
食
い
潰
し
、
た
め
に
保
険
者
船
級
協
舎
心
経
済
的
基
礎
は
年
々
歳
々
傾
向
的
弱
化
を
辿
っ
た
。
保
険
者
問
級
協
舎
に

し

τか
く
の
如
く
て
あ
る
ロ
況
ん
や
、
船
主
船
般
協
曾
に
お
い
て
4
d
h
T
。

註

ω
こ
の
原
則
に
主
れ
ば
、
共
同
町
欧
州
動
乱
り
結
果
、
描
婚
し
て
い
た
全
捕
帥
は
建
註
地
・
崎
令
不
明
の
た
め
、
船
級
の
格
定
は
出
車
両
と
と
に
な

る
。
そ
と
で
、
止
む
な
〈
、
船
級
欄
に
同
E
F
目
印
可
祖
国
-
-
J
U

轄
と
略
記
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
フ
ラ
シ
ス
・
ス
ベ
イ

γ
・
オ
ラ
ン

F
年
よ
り
の
牢
捕
船

(
E
N
m
4
2
n
c
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
船
舶
検
査
人
が
船
令
三
年
以
内
k
査
定
す
れ
ば
、

k
p
z・
唱
と
記
践
し
た
。

zk巴
自
。
呉

zor司
之
の
義
。

(
品
輸

s
a
F
匂

巴

出

口

同

h
m
q

芯
N
h
q
】

閉

切

)

註
例
北
部
諾
訟
で
造
b
札
た
船
は
俸
統
的
に
慣
〈
評
慣
さ
れ
て
い
た
。
一
八
三
四
年
、
ょ
。

E
E
E出
町
内
自
民
害

R
E
E
雷同司

ogEEι

H口』か
に
他
の
諾
地
域
の
そ
れ
よ
り
優
秀
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ロ
シ
ド
ン
誼
船
業
者

F
自
己
吉
岡

E
F与
の
船
は
商
慣
に
賢
れ
る

2

た
め
に
豊
か
な
責
企

を
以
て
優
秀
な
る
設
備
・
造
船
ヱ
・
材
料
を
投
入
L
う
る
恥
p
b
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
も
し
同
一
保
件
を
以
て
椋
動
ナ
る
た

b
ば
、
地
域
的
差
別
待

遇
山
根
機
は
消
誠
ず
る
で
あ

ιぅ
。
』
之
い
ラ
。
な
お
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
国

0
1
p
n
H内

Z
P
F白

S
F
o
r
-
E
の
二
大
語
船
町
が
ナ
「
れ
て
い

た
。
造
船
業
の
中
心
が
北
部
、
就
中
、

Q
Eぬ
川
畔
(
中
心
は

E
日
開
。
当
)
に
移
づ
た
の
は
融
鋼
汽
始
時
代
に
入
ワ
で
か

b
で
お
る
。
〔

hsam匂

U
M
6

「
日
本
経
演
と
世
界
終
調
、
下
」
岩
波
者
n
畑
、
昭
・
三
て
所
掲
、
脇
村
務
太
郎
氏
「
ク
ラ
イ
下
ヲ
イ
ド
の
這
般
提
訴
極
」
入
閲
覧
以
下
』

同
]
戸
出

E
Z・
N
Fト
唱
叫
自
由
・
出
。
・

]L4・
忌
札
・
唱

H
2・

ωhsbqF
軍
主
t円
]
戸
冨

E
F
忠
弘
、
予
∞
N
4
'

(生)

再

建

ア
ン
グ
1
ヲ
ィ
P
1
4
A
・
レ
ヂ
ヲ
へ
h
p
E

保
険
者
船
名
録
は
、
既
述
の
如
く
、

対

イ

タ

ν
ヲヘ

険
引
受
の
参
考
奇
料
と
し

τ、
そ
の
内
部
て
協
か
に
限
定
出
版
し
て
使
用
し
て
い
た
、
専
ら
保
険
業
者
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
班

新
ロ
イ
ヅ
心
中
核
を
な
す
=
居
合

E
r
m
z
。同

H
Z
E
E
E〕
三
と
給
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
が
保

芽
的
形
態
た
る
メ
モ
乃
至
フ
ッ

F
か

b
一
七
六
四
年
の
舶
名
録
の
ご
と
き
完
備
し
た
も
の
に
護
展
し
た
こ
と
は
、
な
る
程
、
著
し
い
近



代
化
て
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
協
曾
が
た
ゐ
閉
鎖
排
他
的
で
あ
り
、
罰
則
を
も
っ
「
共
同
館
」
的
内
況
に
よ
る
秘
密
限
定
出
版
は
、
前
涯

シ
ツ
プ
オ
ー
ナ
ー
ズ
レ
ヂ
官
グ

1

代
的
暗
影
を
と
ど
め
る
も
心
と
い
わ
ね
ば
な
b
ぬ
。
他
方
、
借
主
船
名
録
、
は
保
険
者
と
利
害
封
立
す
る
般
主
・
商
人
白
利
目
白
国

憶
が
、
保
険
者
舶
名
録
一
ω
股
格
主
義
に
堪
え
得
ず
し
て
分
裂
濁
立
し
た
問
主
・
商
人
の
た
め
の
一
間
名
録
で
あ
っ
た
。
創
立
世
間
初
よ
り
公

開
主
義
を
旨
と
し
、
舎
員
を
強
制
拘
束
一
せ
ず
、
問
問
名
録
を
公
刊
し
た
こ
と
は
歴
史
の
進
歩
て
あ
る
。
し
か
る
に
、
保
険
者
防
名
録
が
其

の
性
格
上
極
め
て
厳
格
な
る
態
度
を
堅
持
し
た
に
封
し
、
船
主
般
名
録
は
蹄
主
・
商
人
の
利
岬
祉
を
反
映
し
て
す
こ
ぶ
る
ル
ー
ズ
に
流
れ

去
っ
た
。
た
め
に
、
後
者
は
全
く
皐
な
る
間
舶
の
寸
法
容
積

(
E
E
2
5
a
)
表
に
墜
し
去
っ
た
。

一
園
K
、
し
か
も
ロ
ン

F
Y
市
に
、
二
つ
の
舶
名
録
が
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則
と
立
場
を
以
っ
て
併
立
し
て
い
る
の
は
、
恰
も
貨
幣
に
お

け
る
続
本
位
制
の
ご
と
く
、
き
わ
め
て
煩
雑
不
便
で
あ
る
。
剰
さ
え
、
貨
幣
の
場
合
と
具
り
、
同
者
の
聞
に
は
比
債
が
存
在
せ
ぬ
以
上
、

同
者
の
比
較
衡
量
は
全
く
以
っ
て
不
可
能
で
あ
担
、
ま
た
、
保
険
引
受
業
者
が
船
主
船
名
録
を
完
全
に
無
闘
す
る
以
上
、
人
々
は
商
取

引
白
必
要
か
b
止
む
な
く
二
重
登
録
せ
ざ
る
を
え
、
な
か
っ
た
。

産
業
革
命
が
着
々
進
行
し
、
資
本
主
義
が
年
を
逐
う
で
形
成
確
立
さ
れ
い
く
に
つ
れ

τ、
市
場
関
係
・
債
格
組
織
は
登
達
成
熟

Lτ

い
っ
た
。
保
険
業
・
海
運
業
・
遁
般
業
も
例
外
た
り
得
ず
、
市
場
は
次
第
に
整
備
さ
れ
、
等
償
交
換
原
則
が
支
阻
的
と
怠
る
。
つ
れ
て

舶
紋
の
統
一
、

換
言
す
れ
ば
、

車
一
船
級
協
品
開
設
立
へ
の
客
観
的
保
件
が
醸
成
さ
れ
、

古
同
士
っ
て
き
た
。

の
O

ロA
W
叫
乙
印
}
弘
司
。
靖
国
首
切

印

C
E
o
q
の
合
併
勧
告
(
一
八
0
0年)、

ま
た
、
他
な
b
ぬ
年
々
歳
々
培
加
F
る
一
一
重
登
録
自
制
闘
が
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

他
方
、

雨
協
舎
内
部
に
あ
っ
て
も
、
合
併
統
一
を
肯
ん
ぜ
ず
、
徒
ら
に
封
立
抗
争
を
事
と
す
る
協
舎
上
居
幹
部
へ
の
反
感
漸
く
募
り
、
菅
に
一

般
出
費
者
の
み
た
ら
ず
、
有
力
幹
部
に
し
て
股
曾
す
る
者
角
次
第
に
増
加
し
た
。

出
資
(
協
舎
の
唯
一
の
財
源
)
額
の
傾
向
的
漸
減
・
登
録
舶
舶
の
増
加
に
伴
う
検
査
費
・
出
版
費
等
の
傾
向
的
増
加
(
船
舶
の
検
査
料
・

ロ
イ
ヅ
始
叡
協
曾

第
七
十
七
巷

四
ノ、

第
六
掛

四



ロ
イ
ヅ
帥
級
協
曾

トJ…像 船 主ro名 鑑

同費者叫自止|登舶操船敷 山費者一刻詰離装

78115年0人tI 4500笠(1 
233 I 8271 l?'o人 77114箆

1800 2叫 9145 201 9540 

1823 126 13950 

ユ833 1日3 1-1自白1目 75 15670 

第
七
十
七
谷

四
四

四
六
四

第
六
按

工り作製〉

舶
組
剣
定
附
興
料
仕
無
料
)
の
結
果
、
協
曾
は
毎
年
赤
字
を
計
上
し
、
其
心
経
済
的
基
礎
は
日
を
逐

う
て
弱
化
し
て
い
っ
た
。
と
の
と
と
は
船
主
船
名
録
に
於
て
特
K
甚
だ
し
か
っ
た
。

一
八
一
一

0
年
代
に
至
る
や
、
客
相
倒
的
に
も
主
惜
的
に
も
統
一
的
賠
級
協
品
目
創
立
の

保
件
が
湖
女
的
に
熟
し
て
き
た
。
遂
に
一
八
一
二
一
一
年
十
一
一
月
十
一
目
、
船
主
・
商
人
犬
舎
が
ロ

Y

F

Y
に
開
催
さ
れ
、
席
上
、

I
・
マ
!
?
ャ
ル
(
]
。
一
百
出
自

E
r舶
主
)
が
雨
協
曾
統
一
に
闘
す
る

動
議
を
提
出
し
た
。
関
市
部
十
ヶ
年
、
雨
協
貨
の
合
併
、
判
明
協
F

曾
の
創
立
へ
の
苦
闘
が
綾
げ
ら
れ
る

G

か
〈
し
て
、

(AJlItals. p 部 .47.61，

マ
ー
シ
寸
ル
の
提
案
は
要
約
す
れ
ば
、

きあ iI
でる織
あ
る故現

に行
、の
現二
布舶
の級
i'I'J .~湯

船官
級は
協和J
曾れ
を も

護霊
L JJrj 
、出

関資
迫者

業以
をて

事E
るれ
杭る

雨露
般的
融1'".
f高彩

害警
創な
立機
す閥
♂0: L: 

似
原
則
s

建
造
届
・
般
令
主
義
を
拍
棄
し
、
代
う
る
に
船
舶
の
内
在
的
性
能

(
E
5
5
5
官
己
喜
〕
に
基
づ

〈
合
理
的
階
級
原
則
に
準
按
す
べ
き
で
あ
る
。

附
運
営
。
船
級
協
合
は
舶
舶
隙
恋
人
を
指
揮
監
督
し
、
俸
給
を
支
給
す
る
。
且
つ
、
舶
級
格
定
陸
を
新
設
の
般
級
小
一
委
員
曾
に
移
議
す
ベ

L
。

と
い
う
に
あ
る
。
モ
む
た
め
に
は
、
直
ち
に
合
同
準
備
委
員
舎
を
設
け
て
調
査
研
努
を
行
川
目
、
以
っ
て
可
及
的
惑
か
に
統
一
的
新
協
舎

の
賢
現
を
期
す
べ
き
で
あ
る
、
と
提
議
し
た
。

仰
の
組
織
構
成
に
関
す
る
提
案
に
つ
い

τは
賛
言
ず
る
ま
て
も
た
い
。

ωり
原
則
改
正
に
つ
い
て
。
先
づ
、
勝
令
原
則
。
既
述
の
如

〈
、
船
舶
は
そ
れ
ぞ
れ
の
保
持
期
間
を
経
過
す
れ
ば
、
該
舶
舶
の
賢
質
的
性
能
の
如
何
を
問
わ
ず
、
普
湿
的
自
動
的
に
格
下
げ
さ
れ
る
。



そ
巴
ゼ
般
主
は
保
持
期
間
申
船
舶
を
酷
使
し
、
修
理
・
改
遺
等
の
手
営
を
怠
る
。
期
限
間
際
に
至
る
や
、
資
力
あ
る
舶
主
は
競
っ
て
古

般
を
貿
却
し
て
は
、
判
明
舶
白
購
入
に
粁
奔
す
る
。
古
舶
は
詐
欺
保
険
の
釘
象
に
き
れ
、
或
は
繋
附
さ
れ
た
。
劣
級
船
舶
が
凡
て
の
商
取

引
で
不
利
て
あ
る
か
ら
て
あ
る
。
た
め
に
英
図
商
船
隊
の
質
は
著
し
〈
悪
化
し
、
満
期
寸
前
の
般
舶
に
い
た
っ
て
は
殆
ん

r物
D
用
に

堪
え
ぬ
低
賃
ぷ
り
で
あ
っ
た
。
英
園
経
済
の
摸
大
脇
田
展
の
結
果
、
船
腹
需
要
は
著
し
〈
増
大
し
た
が
、
一
八
一

0
年
代
以
降
舶
舶
用
材

(
木
材
)
の
抗
底
甚
だ
し
く
、
た
め
に
賠
償
は
と
み
に
念
騰
し
た
。
舶
舶
用
材
・
舶
舶
白
購
入
(
主
に
ア
メ
ジ
カ
よ
り
)
も
図
民
経
済
に
と

っ
て
は
た
え
ら
れ
ぬ
負
捲
で
あ
っ
た
。
と
れ
般
令
主
義

ωも
た
ら
せ
る
弊
害
て
あ
る
。
女
に
、
建
誼
地
原
則
。
地
域
的
差
別
待
遁
は
必

、

仲
間
的
に
謹
船
業
者
の
創
意
工
夫
を
、
経
済
的
に
も
心
理
的
に
も
、
抑
犀
阻
害
す
る
結
果
、
遺
般
業
の
後
還
を
阻
害
し
、
地
域
的
不
均
等

謹
展
を
撲
大
再
生
産
す
る
。
そ
わ
は
直
ち
に
、
虐
待
常
一
れ
た
地
域
の
船
舶
の
頁
買
保
件
・
集
荷
・
保
険
契
約
等
に
大
き
く
作
用
し
、
た

め
に
北
・
中
部
の
関
係
者
は
著
し
く
不
利
を
蒙
ヲ
た
。
明
ら
か
に
、
舶
令
・
建
趨
地
原
則
は
、
い
づ
れ
も
南
部
業
者
由
、
特
に
ロ
ン
F

ン
(
中
央
)
業
者
白
、
地
方
業
者
に
封
ず
る
墜
迫
で
あ
っ
た
。

ゆ
逗
皆
問
題
、
帥
阻
舶
検
査
人
の
脂
主
へ
の
経
済
的
依
存
性
と
絶
針
的
他
殺
判
定
樺
ク
麿
し
、
川
船
舶
検
事
人
は
こ
れ
を
有
給
制
と
し
、

同
そ
の
賠
級
制
定
権
を
新
設
の
船
級
小
委
員
舎
に
謹
譲
し
、

M
H
史
に
そ
の
指
揮
監
替
を
仰
が
し
め
る
制
度
に
す
る
こ
と
は
、
爪
目
玉
受
賞

忙
し
て
権
威
あ
る
船
級
を
期
ナ
ベ
く
、
き
わ
め
て
必
要
で
あ
る
。

こ
の
提
案
は
丸
舎
の
探
揮
す
る
と
と
ろ
と
な
り
、
直
ち

r=一
十
六
人
よ
り
な
る
調
査
委
員
曾
(
保
険
業
者
・
商
人
・
船
主
代
表
そ
れ
ぞ
れ

八
人
。
ご
特
許
保
酷
曾
酔
代
表
一
人
。
外
港
代
表
十
人
)
が
設
立
き
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
然
る
に
、
保
険
業
界
代
表
八
人
の
人
濯
を
雲
婦
さ

れ
た
ロ
イ
ヅ
は
費
一
色
沸
騰
。
合
長
出
。
と
お
自
目
的

Zd唱
は
じ
め
上
暦
幹
部
は
「
己
の
動
議
は
船
主
・
商
人
が
彼
等
の
利
盆
合
国
っ
て
策

し
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
偉
統
に
縛
く
ロ
イ
ヅ
は
モ
の
好
突
に
乗
刊
せ
ら
れ
、
提
あ
る
歴
史
を
汚
し
、
不
利
を
招
い
て
は
な
ら
一
ぬ
L

官
イ
ヂ
掛
紋
協
曾

第
七
十
七
巻

四
六
豆

第
六
日
田

四
三E



ロ
イ
ヅ
船
紙
協
舎

と
猛
反
射
し
た
。
見
b
れ
る
ご
と
く
、
嘗
っ
て
保
険
業
界
に
あ
っ
て
著
し
く
革
新
的
で
あ
っ
た
H
新
H

ロ
イ
ヅ
白
指
導
者
連
も
、
星
移

第
七
十
七
巻

四
六
六

第
六
昨
日

四
六

り
時
流
れ
て
六
十
年
後
に
は
も
は
や
保
守
的
と
な
り
、
時
代
の
要
請
た
る
合
併
統
一
運
動
に
反
封
ナ
る
に
到
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
時
の

流
れ
の
漣
き
を
物
語
づ
て
訟
り
あ
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ロ
イ
ヅ
の
杢
メ
Y

パ
ー
が
と
れ
に
反
封
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
舎

長
B
・
シ
ョ
ウ
干
有
力
幹
部

w
・
3
4
γ
ス
Y
(
芦

HE自
由
)
等
の
精
力
的
反
封
運
動
(
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
立
札
・
演
説
・
個
人
的
詑
得
・
買

牧
・
恐
泊
・
濯
皐
妨
害
辛
)
に
も
拘
ら
ず
、

マ
ー
シ
ャ
ル
及
び

I
・
バ
ッ
ク
ル

Q
E
n
E
O〕
等
の
奮
闘
が
辛
う
じ
て
功
を
奏
し
、

一
八
二

H

合
併
む
た
め
の
調
査
委
員
舎
へ
白
代
表
沃
浩
u
t

ロ
イ
ヅ
保
険
業
者
大
舎
は
三
五
二
葉
封
=
一
二
七
百
討
を
以
て
、

可
決
し
た
o

感
涙
に
む
せ
ん
だ
マ

l
y
ャ
ル
同
士

E

同
g
s
-
F
E
E一切

FOT

四
年
三
月
十
六
日
、

か
く
て
三
十
六
人
よ
り
な
る
調
査
委
員
舎
が
ロ
イ
ヅ
代
表

]
E
S
F
E宮
『
を
委
員
長
に
、

7
1
V
ャ
ル
以
下
D
精
銃
を
す
ぐ
っ

て
結
成
さ
れ
た
。
二
ヶ
年
に
亘
る
全
委
員
心
献
身
的
努
力
白
も
と
、
あ

b
ゆ
る
職
業
・
地
域
代
表
の
詮
言
・
調
査
研
究
を
経
て
、
成
実i

を
登
表
し
た
。

一
八
二
六
年
二
月
八
日
。
こ
れ
は
さ
き
の
マ
ー
シ
ャ
ル
試
案
と
時
々
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
共
後

た
お
も
執
劫
に
績
け
ら
れ
た
ロ
イ
ヅ
上
府
幹
部
白
妨
害
工
作
に
災
さ
れ
、
他
方
、
不
幸
に
も
、
強
力
な
る
推
進
力
で
あ
っ
た
寸

E
E
E

巧乙
g
p
当
己
E
bロ
]
百
悼
の
7
0
ロ
雨
氏
白
相
扶
ぐ
念
逝
に
統
一
運
動
は
時
を
得
ず
、
挫
折
の
や
む
な
き
に
た
ち
到
っ
た
。
最
も
強
力
な
る

反
射
勢
力
た
る
ロ
イ
ヅ
が
、
経
済
的
に
動
揺
し
合
併
む
必
要
を
痛
感
す
る
、
主
髄
的
保
件
白
熱
す
る
ま
で
、
今
し
ば
ら
く
時
の
到
る
を

待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
八
三

O
年
頃
に
い
た
る
や
、
客
観
的
に
は
、
内
に
斉
木
主
義
の
形
成
確
立
を
見
、
外
に
世
界
最
強
の
大
閣
と
も
仏
っ
た
英
園
心
経
済
、

し
た
が
づ
て
英
図
海
道
業
・
保
険
業
・
遺
船
業
心
致
遣
に
照
臨
し
て
統
一
的
帥
絞
協
合
設
立
の
必
要
は
年
と
共
に
女
第
に
高
ま
っ
て
き

た
o

他
一
点
、
主
輝
的
に
は
、
出
資
合
員
白
減
少
に
よ
る
出
資
額
白
激
減
・
登
録
舶
舶
白
増
加
に
伴
う
支
出
の
激
増
に
、
雨
協
舎
の
経
済



的
基
礎
は
加
速
度
的
に
動
格
崩
壊
し
、
た
め
に
、
た
だ
陀
借
主
船
級
協
舎
の
み
な
ら
ず
、
従
来
頑
強
に
合
併
・
新
設
運
動
に
反
封
し
つ

づ
け
て
き
た
保
険
者
舶
級
協
合
幹
部
(
ロ
イ
ヅ
よ
居
幹
部
)
も
内
舛
主
客
の
情
勢
に
は
抗
す
べ
く
も
た
〈
、
新
協
合
創
立
へ
白
運
動
を
積

極
的
に
推
進
展
開
ナ
る
に
至
っ
た
。

か
く
し
て
遂
に
一
八
三
三
年
八
月
十
四
日
同
ロ

Y
F
Y
は

旨

R
E
F
E
r
o
?に
お
け
る
委
員
舎
ゼ
、
現
存
ご
般
級
協
舎

を
解
散
の
上
新
協
舎
を
設
立
す
る
決
議
が
採
樫
さ
れ
た
。
新
協
曾
は
、
ロ
イ
ヅ
白
絶
大
た
る
精
神
的
・
物
質
的
援
助
の
も
と
に
、
ロ
イ
ヅ

代

表

宮

E

C

E
号
田
舎
長
、
商
人
代
衰
の

E
ミ
。
包
口
問
自
を
副
合
長
に
裁
会
c
、
各
分
科
委
員
舎
を
構
成
し
、
時
恰
も
ト
ラ
7

ァ
片
山
刀
戸
海
戦
三
十
周
年
白
佳
き
日
を
卜
し
、

r
k
n
h争
、
?
旬
、
h
丈
号
A
t
T

匂、、
h

・N
p
b
Q
ぬ
弘
、
竜
丸
h
a
h
b
州
、
ミ
ミ
ー
こ
と
名
稽
し
、
輝
か

し
き
未
来
を
約
束
さ
れ
て
、
用
車
足
し
た
。
一
八
一
二
四
牛
十
月
二
十
一
日
。
こ
れ
今
日
の
ロ
イ
ザ
舶
殻
協
舎
で
あ
る
。
本
部
は
営
初
、

属。

N
・
巧
E
H
O
F
Eロ
の
吉
岡

F
F。白血
E
-
程
な
く
、

z。
叶

H
H
4
E
n
F日
n
r
m
A
E
o
r
F
E品。
F
に
移
し
、
以
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

山
内
二
一
了
七

0
0
5
rに
の
ぼ
る
経
費
量
出
に
は
委
員
舎
も
全
く
困
惑
し
た
。
思
い
除
っ
た
末
、
関
家
よ
り
補
助
金
を
得
て
、
園
富
義

(E吉
田
己
耳

mER)
の
出
版
を
策
し
た
。
国
家
を
階
級
・
利
盆
圏
櫨
を
超
越
し
た
紹
針
的
中
立
的
存
在
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
園
家

も
ま
た
決
し
て
超
越
的
存
在
で
は
な
く
、
閤
庫
よ
り
の
樫
済
的
援
助
は
却
っ
て
園
家
の
干
渉
中
」
招
雪
、
協
曾
の
健
全
な
る
護
達
、
丸
公
正
安
首
な
る
舶

舶
検
査
・
船
級
格
定
等
が
阻
害
さ
れ
る
。
組
済
的
自
主
調
立
こ
そ
協
曾
の
健
全
な
る
裂
濯
を
保
詮
す
る
所
以
で
あ
る

u

宜
し
〈
閏
立
寸
べ
し
、
主
張

調
し
た
の
は
、
ロ
イ
ず
舵
蔽
協
曾
の
父

15QEE
凸

E
百
E
N
(曾
長
在
任
、
】
∞

g
t
H∞
∞
】
)
で
あ
る
。
蓋
し
卓
見
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
田

町
協
曾
の
経
済
的
基
機
。

創
立
に
際
し
て
、
ロ
イ
ザ

(g己
主
ヨ
)
よ
り
千
ポ
ン
ド
融
資
。
ロ
イ
ザ
・
メ
ン
バ
ー
(
自

F
E邑
)
よ
り
七
白
ボ
シ
ド
。
四
大
保
険
曾
社

(
F
S
a
s

〉

m
E
5
5
〉
巴

5
2
h
μ
S
E
E
P
-
H
x
n
r
z
m
p
E。
E
S
)
よ
り
夫
々
五
十
ギ

7
0
東
印
度
曾
位
よ
り
三

O
ポ
Y
F
D
寄
附
を
受
け
た
。

年
出
資
額
は
、
個
人
各
一
ニ
ギ
一
7
1
(
七
一
二
人
)
。
公
共
闘
陸
一

O
ギ
ニ
1
。
四
大
保
険
曾
社
そ
れ
ぞ
れ
一

O
Oギ目一
1
0

ま
た
問
踊
段
査
料
・
格

ロ
イ
ヅ
船
銀
協
官

第
七
十
七
巻

四
六
七

第
六
掠

四
七



ロ
イ
ヅ
船
扱
協
骨

第
七
十
b
容

四
六
八

第
六
器

四
ノ一、

付
料
を
徴
収
し
て
財
政
収
入
を
圃
る
。

協
曾
匂
職
員
。
ロ
シ
ド
シ
駐
在
船
舶
検
査
人
コ
一
人
。
書
一
記
三
人
。
浸
透
掛
二
人
。
小

使
一
人
。
事
腿
般
舶
検
査
人
の
年
俸
一
五

C
ボ
シ
ド

l
五
0
0ポ
シ
ド
。
非
常
勤
二

O
ポ
シ
ド
。
舵
舶
検
査
人
は
巴
壱
当
R
Z
E
2
4宗
主

回
吉
C
E
E
2
4
2
に
わ
か
れ
る
。
目
白
日
目
。
q
E
2
4
2
は
ま
だ
存
在
せ
ず
。

的
運
営
委
員
合

2
8
5宗

2
2
E
E占

2
日同)

委
員
曾
は
ロ

νド
ン
に
お
く
。
構
成
は
、
商
人
・
舶
、
一
子
保
険
業
者
代
哀
そ
れ
ぞ
れ
八
人
。
り
グ
ァ
フ
1
ル
以
下
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